
平成２９年９月２８日
四 国 地 方 整 備 局

四国ブロック建設工事従事者安全健康確保推進会議について

平成２９年３月に施行された「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に

関する法律」において 「都道府県は （政府が策定する）基本計画を勘案して、、 、

当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画（都道

府県計画）を策定するよう努めるものとする」とされています。

これを受け、当該都道府県計画の策定を促進し、建設工事従事者の安全及び健

康の確保を推進するため、政府から四国４県に対し基本計画に関する情報提供や

助言等を行い、また各県における取組の共有等を行う場として、四国ブロック建

設工事従事者安全健康確保推進会議を設置・開催するものです。

１．日 時：平成２９年１０月４日（水）１４：００～１６：００

２．場 所：アイホール「高松サンポート合同庁舎低層棟２階」
（高松市サンポート３－３３）

３．議 事（予定 ：）

（１）四国ブロック建設工事従事者安全健康確保推進会議の設置について
（２）建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について
（ ） （ ）３ 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する取組について 国交省・厚労省
（４）各県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画について

４．取材について
・会議の傍聴及び写真撮影は会議冒頭の挨拶までとさせていただきます。
・会議終了後、報道関係者を対象にした会議の概要説明を行います。

＜本件に関する問い合わせ先＞

国土交通省 四国地方整備局 建政部

計画・建設産業課 課長 橋本 貴央（内線６１２１）

課長補佐 山際 克介（内線６１４２）

℡： ０８７）８１１－８３１４（計画・建設産業課 直通）（



建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成28年12月16日法律第111号）の概要 

国等の責務、法制上の措置等 

＜国等の責務＞ （第４条から第６条まで関係） 

• 国は、基本理念にのっとり、建設工事従事者の安全及び健康の
確保に関する施策を総合的に策定、実施する 

• 都道府県は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏
まえて、当該区域の実情に応じた施策を策定、実施する 

• 建設業者等は、基本理念にのっとり、建設工事従事者の安全及
び健康の確保のために必要な措置を講ずる 

 

＜法制上の措置等＞ （第７条関係） 

• 政府は、施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上
の措置その他の措置を講じなければならない 

目的、基本理念 

＜目的＞ （第１条関係） 

• 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を定め、
国等の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定めること等
により、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総
合的かつ計画的に推進し、もって建設業の健全な発展に資する 

 

＜基本理念＞ （第３条関係） 

• 建設工事の請負契約において適正な請負代金の額、工期等が定め
られること 

• 建設工事従事者の安全及び健康の確保に必要な措置が、設計、施
工等の各段階において適切に講ぜられること 

• 建設工事従事者の安全及び健康に関する意識を高めることにより
、安全で衛生的な作業の遂行が図られること 

• 建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上が図られること 

基本計画等 

• 政府は、建設工事従事者の安全及び健康に関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、基本計画を策定しなければなら
ない（平成２９年６月９日閣議決定済み） 

• 都道府県は、基本計画を勘案して、都道府県計画を策定するよ
う努める 

＜目的、基本理念＞ 

基本的施策 

①建設工事の請負契約における経費（労災保険料を含む）の適切か
つ明確な積算、明示及び支払の促進 ②責任体制の明確化（下請関
係の適正化の促進） ③建設工事の現場における措置の統一的な実
施（労災保険関係の状況の把握の促進等） ④建設工事の現場の安
全性の点検、分析、評価等に係る取組の促進 ⑤建設工事従事者の
安全に配慮した設計、建設工事の安全な実施に資するとともに省力
化・生産性向上にも配意した材料・資機材・施工方法の開発・普及
の促進 ⑥建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発 

建設工事従事者安全健康確保推進会議 

関係行政機関相互の調整を行うことにより、建設工事従事者の安全
及び健康の確保の推進を図るため、「建設工事従事者安全健康確保
推進会議」及び専門的知識を有する者によって構成する「建設工事
従事者安全健康確保推進専門家会議」を設ける 

＜基本計画等、基本的施策＞ 

＜国等の責務、法制上の措置等＞ 

＜推進会議の設置＞ 

建設業における重大な労働災害の発生状況等に鑑み、建設工事従事者の安全及び健康の確保を推進するため、公共発注・民間発注を問わず
、労災保険料を含む安全衛生経費の確保や一人親方問題への対処等がなされるよう、特別に手厚い対策を国及び都道府県等に求めるもの 

施行：平成29年３月16日 

（第８条・第９条関係） 

（第１０条から第１４条まで関係） 

（第１５条関係） 
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